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地震発生時の配備体制�

�震度3の地震発生�
�津波注意報の発表�

�震度4の地震発生�

一
般
職
員�

知
　
事�

配
　
備
　
基
　
準�

・報告を受け、必要に応じ登庁�
・災害対策本部設置の是非の判断�
・被害状況及び各部局の応急対策実施状況等の報告を受
け、防災対策全般を総括指示�

・報告を受け、必要に応じ登庁�
・災害対策本部設置の是非の判断※�
・被害状況及び各部局の応急対策実施状況等の報告を受
け、防災対策全般を総括指示※�

・報告を受け、必要に応じ登庁�
・各部局の所掌事務に関する防災対策を総括指揮、災害
対策本部事務局（危機管理課）へ報告�

特
別
職�

管
理
職�

・あらかじめ指名されてい
る緊急配備要員（本庁5名、
各地方局5名）�
・各部局であらかじめ指名
されている連絡員�
・危機管理課の該当職員�
・関係地方局県民生活課の
該当職員�

・あらかじめ指名されてい
る緊急配備要員（本庁5名、
各地方局5名）�
・各部局における第1配備
要員（概ね1/3の職員）�
・危機管理課の該当職員�
・関係地方局県民生活課の
該当職員�

配備�
区分�

警戒体制� 特別警戒体制�

配備�
時期�

※特別職は、災害対策本部長（知事）を補佐するが、本部長が事故や不在時�
　等の非常時には、副知事、知事補佐官、教育長、公営企業管理者の順で代行する。�

�震度5弱又は5強の地震発生�
�震度5弱未満の地震であっ�
　ても災害が発生した場合�
�津波警報の発表�
�その他必要により知事が�
　当該配備を指令するとき�

�震度6弱以上の地震発生�
�その他必要により知事が�
　当該配備を指令するとき�

一
般
職
員�

知
　
事�

配
　
備
　
基
　
準�

・報告を受け、速やかに登庁�
・被害状況及び各部局の応急対策実施状況等の報告を受
け、防災対策全般を総括指示�

・報告を受け、速やかに登庁�
・被害状況及び各部局の応急対策実施状況等の報告を受
け、防災対策全般を総括指示※�

・報告を受け、速やかに登庁�
・各部局の所掌事務に関する防災対策を総括指揮、災害
対策本部事務局（危機管理課）へ報告�

特
別
職�

管
理
職�

・あらかじめ指名されてい
る緊急配備要員（本庁5名、
各地方局5名）�
・各部局における第2配備
要員（概ね2/3の職員）�
・危機管理課の該当職員�
・関係地方局県民生活課の
該当職員�

・各部局における第3配備
要員（全職員）�

非常体制� 特別非常体制�

配備�
時期�

※特別職は、災害対策本部長（知事）を補佐するが、本部長が事故や不在時�
　等の非常時には、副知事、知事補佐官、教育長、公営企業管理者の順で代行する。�
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災害対策本部設置�配備�
区分�
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武力攻撃災害時等の配備体制とその基準�

事
態
認
定
前�

担
当
課
体
制�

緊
急
事
態�

連
絡
室
体
制�

武
力
攻
撃
事
態
等
（
緊
急
対
処
事
態
）�

種 

類�

  県の全部局での
対応は不要だが、
情報収集等の対
応が必要な場合�

 県の全部局での
対応は必要な場
合�

配備区分� 配備基準�

 情報収集及び連
絡活動を主とし、
状況により他の
職員を動員でき
る体制�
　（事務局判断）�

 事態の状況を踏
まえ、その都度知
事が判断�
　【3段階の体制】�

配備体制�

�防災局の職員及び
各部局連絡員�

�あらかじめ指名さ
れた地方局県民生
活課の職員（3名）�

　・あらかじめ指
　名された概ね
　1/3の職員�
�　・あらかじめ指
　名された概ね
　 2/3の職員�
�　・ 全職員�

事
態
認
定
後�

緊
急
事
態�

連
絡
室
体
制�

国
民
保
護�

対
策
本
部
体
制�

 国から国民保護
対策本部設置の
通知がない場合�

 国から国民保護
対策本部設置の
通知を受けた場
合�

 事態の状況を踏
まえ、その都度知
事が判断�
　【3段階の体制】�

 武力攻撃事態等
に対し、県の全
力をあげて国民
保護措置を実施
する体制�

　・ 全職員�

　・あらかじめ指
　名された概ね
　1/3の職員�
�　・あらかじめ指
　名された概ね
　 2/3の職員�
�　・ 全職員�

配備要員等�

※特別職は、対策本部長（知事）を補佐するが、本部長が事故や不在時等の�
　非常時には、副知事、知事補佐官、教育長、公営企業管理者の順で代行する。�

一
般
職
員�

知
　
事�

配
　
備
　
基
　
準�

・報告を受け、必要に応じ登庁�
・被害状況及び各部局の応急
対策実施状況等の報告を受け、
防災対策全般を総括指示�

・報告を受け、必要に応じ登庁�
・災害対策本部設置の是非の判断�
・被害状況及び各部局の応急対策実
施状況等の報告を受け、防災対策
全般を総括指示�

大規模火災・爆発等の災害が発
生した場合�
（災害対策基本法第2条第1号に
定める災害）�

「波浪」、「高潮」、「大雪」
を除く警報が発表された場
合�

特
別
職�

管
理
職�

・報告を受け、必要に応じ登庁�
・被害状況及び各部局の応急
対策実施状況等の報告を受け、
防災対策全般を総括指示※�

・報告を受け、必要に応じ登庁�
・災害対策本部設置の是非の判断※�
・被害状況及び各部局の応急対策実
施状況等の報告を受け、防災対策
全般を総括指示※�

・報告を受け、必要に応じ登庁�
・各部局の所掌事務に関する
防災対策を総括指揮、災害
対策本部事務局（危機管理課）
へ報告�

・警報の発表に伴い災害対策
本部が設置されるため、各部
局における第1配備要員（概
ね1/3の職員）�
・危機管理課の該当職員�
・関係地方局県民生活課の該
当職員�

�災害対策本部設置�
・報告を受け、必要に応じ登庁�
・各部局の所掌事務に関する防災対策
を総括指揮、災害対策本部事務局（危
機管理課）ヘ報告�

�災害対策本部設置�
・各部局における第1配備要員（概
ね1/3の職員）�
・危機管理課の該当職員�
・関係地方局県民生活課の該当職員�

�災害対策本部未設置�
・報告を受け、必要に応じ登庁�
・危機管理課と関係地方局県民生活
課が関係部局と連携して対応�

�災害対策本部未設置�
・危機管理課と関係地方局県民生活
課が関係部局と連携して対応�

配備�
区分�

気象業務法に基づく警報の発表あり�
（災害対策本部設置）�

気象業務法に基づく�
警報の発表なし�

配備�
時期�

※特別職は、災害対策本部長（知事）を補佐するが、本部長が事故や不在時�
　等の非常時には、副知事、知事補佐官、教育長、公営企業管理者の順で代行する。�
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風水害等発生時の配備体制�

 

大規模地震発生時の職員参集フロー�
【勤務時間外】�

大規模地震の発生�
（非常体制・特別非常体制）�

災害対策本部設置�
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・所属職場に参集�

※登庁に当たっての注意事項��
　�服装��
　　□作業服など動きやすい服装�
　　□運動靴、帽子、手袋��

　�携帯品��
　　□身分証明書��
　　□飲料水（水筒等）、食料��
　　□着替え、洗面具、タオル��
　　□携帯ラジオ、懐中電灯��

　�参集方法��
　　□自動車は原則使用しない�

登庁可能�

・所属の担当者に
被害状況を報告��
・各部局の事務分掌
に従って、�災害応
急対策活動に従事�

・震度6弱以上の場合は、全職員が速や
かに登庁��
・震度5弱若しくは5強、又は津波警報
が発表された場合は、非常体制要員（職
員の2/3）が速やかに登庁��
・震度5弱未満の場合でも各所属の連絡網
により、動員要請があれば、速やかに登庁�

・自分自身の安全確認��
・家族の安全確保��
・二次災害の防止措置�
・テレビ、ラジオ等から災害情報を収集�

　（登庁の可否を判断）�

・可能な限り、所属職
場と連絡をとり、自
身の安否、被災状況
の報告�
・地域の救助活動等
に従事�

・所属に参集場所を連絡�
・参集機関の担当者に被害状
況を報告��
・参集機関の責任者の指示に従
って、災害応急対策活動に従事�

・自己の業務に関係のある最
寄の県の機関に参集�

・自宅待機��
・可能な限り、所属
職場と連絡をとり、
以後の対応につ
いて、指示を仰ぐ�
・自主防災組織等
と連携して、地
域の救助活動等
に従事�

・バイク、自転車、
徒歩等により所
属職場への登庁
が可能�

・バイク、自転車、徒歩
等により所属職場以
外の最寄の県の機関
への参集が可能�

Yes Yes

No

No

No

Yes

登
庁
不
可�

（
被
災
し
た�

  

場
合
等
）�
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危機発生時の連絡窓口�
（�、�には課（室）長、係長等の連絡先を記入してください。）�

報　告　先� 電　話　番　号�

自宅�

携帯電話�

自宅�

携帯電話�
��

��

�災害対策本（支）部�
　国民保護対策本（支）部�
　緊急対処事態対策本（支）部�

危
機
管
理
課�

各
地
方
局
県
民
生
活
課�

宇和島支部�
0895（22）5211�
　　　　  〈内線215〉�

0895（25）3724

八幡浜支部�
0894（22）4111�
　　　　  〈内線226〉�

0894（24）6271

松山支部�
089（941）1111�
　  〈内線325, 326〉�

089（913）1140

今治支部�
0898（23）2500�
　　　　  〈内線202〉�

0898（32）3732

西条支部�
0897（56）1300�
　　　　  〈内線218〉�

0897（56）3731

県本部�

089（912）2335�
089（912）2315�
089（943）6865�
089（933）2934
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想定される危機事案と所管部局�
�県民の生命・身体及び財産に重大な被害又は損失が生じる事態�

�県行政の運営に重大な支障が生じる事態（各所管部局で対応）�

分　類� 危　機　事　案� 所　管　部　局�
大規模�
自然災害�

重大事故�

重大事件�

有事関連�

健康・安全�

その他�

大規模風水害�
大規模地震災害�
原子力災害�
石油コンビナート災害�
大規模火災・爆発�
危険物・毒劇物事故�
航空事故�
海上事故（油流出含む）�
鉄道事故�
道路事故�
県主催イベントでの事故�
不審船・領海侵犯�
ハイジャック・バスジャック等�
大規模騒乱・暴動・パニック�
テロ・ゲリラ事件�
武力攻撃事態等�
緊急対処事態�
周辺事態�
感染病の蔓延�
家畜の伝染病�
飲料水汚染�
大気汚染�
大規模食中毒�
毒・劇物による健康被害�
原子力災害・テロ以外の被ばく�
原因不明の健康被害�
農薬等の使用による事件・事故�
渇水�
県産農林水産物に関する事件・事故�
医療事故�
院内感染�
学校内及び校外活動中の事件・事故�
保育所における事件・事故（公立、私立、認可外含む）�
県庁舎での事件・事故�
県施設での事件・事故�
本県関係者が巻き込まれた国外での事件・事故�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

危機管理課・消防防災安全課�

当該課�
危機管理課・港湾海岸課・漁港課�
危機管理課で初動対応、事後調整�
危機管理課�
当該課・危機管理課�
危機管理課・消防防災安全課�
危機管理課・消防防災安全課�
危機管理課�
健康増進課�
畜産課�
環境政策課�
環境政策課�
薬務衛生課�
薬務衛生課�
保健福祉課�
保健福祉課�
農業経営課�
水資源対策課�
農林水産部�
公営企業管理局・保健福祉部�
公営企業管理局・保健福祉部�
教育委員会事務局�
子育て支援課�
各庁舎管理者�
各施設管理者�
国際交流課�
危機管理課で初動対応、事後調整�

災
害
対
策
基
本
法
第
二
条
第
一
号�

に
定
め
る
災
害�

（私立学校の場合�
　私学文書課）�

危機管理課当直用電話番号　089（941）2160


